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四 

第
九
因
子
製
剤
が
回
収
さ
れ
た
の
は
何
時
か
。
各
社
毎
に
回
収
の
日
付
を
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
回
収
が
終
わ
っ
た
と
す

る
根
拠
は
何
か
。 

五 

厚
生
科
学
研
究
「
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
者
発
症
予
防
・
治
療
に
関
す
る
研
究
班
」
が
医
療
機
関
を
対
象
と
し
た
調
査
に
係
わ
る
血

液
凝
固
因
子
製
剤
の
投
与
時
期
に
関
し
て
、
松
村
保
健
医
療
局
長
は
、「
幅
広
く
調
査
で
き
る
よ
う
に
、
八
七
年
以
前
ま
で 

三 

上
記
の
回
収
期
日
に
つ
い
て
、
厚
生
委
員
会
で
荒
賀
薬
務
局
長
は
、「
私
の
手
元
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
各
社
の
回
収
の
日
に
ち

に
つ
い
て
は
承
知
を
い
た
し
て
お
り
ま
す
」
と
答
弁
し
て
い
る
。
会
社
毎
の
回
収
日
付
を
示
さ
れ
た
い
。 

一 

新
聞
報
道
に
よ
れ
ば
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
第
七
次
訴
訟
に
加
わ
っ
た
原
告
の
な
か
に
、
非
加
熱
製
剤
を
一
九
八
七
年
一
月
（
原
告
番

号
百
十
二
番
）
、
八
七
年
三
月
（
同
九
十
二
番
）
、
八
八
年
十
月
（
同
百
十
五
番
）
ま
で
使
用
し
て
い
た
も
の
が
含
ま
れ
て

い
る
。
こ
の
使
用
の
時
期
に
つ
い
て
の
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
せ
よ
。 

二 

こ
れ
ま
で
厚
生
省
は
、
第
八
因
子
製
剤
に
つ
い
て
は
八
五
年
十
一
月
ま
で
に
回
収
さ
れ
た
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
見
解

に
今
も
変
更
は
な
い
か
。
ま
た
、
そ
の
根
拠
は
何
か
。 

非
加
熱
血
液
凝
固
因
子
製
剤
の
使
用
と
回
収
に
つ
い
て
、
以
下
の
質
問
を
す
る
。 
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三 

 



 

 

四 

と
設
定
さ
れ
た
」
と
し
て
い
る
。
な
ぜ
幅
広
く
八
七
年
以
前
ま
で
と
設
定
さ
れ
た
の
か
。
そ
の
理
由
は
何
か
。 

右
質
問
す
る
。 


